
を
し
な
い

▽�
山
林
・
原
野
な
ど
で
、
火
災
が
発

生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
区
域
内
で

は
喫
煙
を
し
な
い

▽�

た
ば
こ
の
吸
殻
を
含
む
残
火
・
取

灰
・
火
粉
は
始
末
す
る

問
　
○○
遠
賀
郡
消
防
本
部
警
防
課

　
☎
２
９
３・８
１
２
４

　
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム（
Ｊジ
ェ
イ‐

Ａア

Ｌラ

ー

ト

Ｅ
Ｒ
Ｔ
）
を
使
っ
た
情
報
伝
達

試
験
が
全
国
一
斉
に
実
施
さ
れ
ま

す
。今
回
の
試
験
放
送
は
訓
練
で
す
。

慌
て
て
行
動
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う

に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

と
き　
２
月
６
日
金
11
時
ご
ろ

問○　
役
場
庶
務
係

と
き　
２
月
２
日
月
～
12
日
木

※�

土
日
・
祝
日
は
除
き
ま
す
。

対�

象　
福
岡
県
下
水
道
協
会
が
行
う

責
任
技
術
者
試
験
に
合
格
し
た
人

ジ
を
や
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

と
き　
２
月
13
日
金
10
時
～
11
時

と
こ
ろ　
子
育
て
支
援

セ
ン
タ
ー

対�

象　
０
歳
の
子
ど
も

と
そ
の
保
護
者

定
員　
10
組

講
師　
北
島
知
賀
代
さ
ん

持
っ
て
く
る
も
の　
バ
ス
タ
オ
ル

申○
問
　
○○
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

２
月
の
セ
ン
タ
ー
休
所
日

　
２
月
12
日
木
午
後
・
13
日
金

対
象

▽�

「
い
き
い
き
健
康
み
ず
ま
き
21（
第

５
期
）・
い
き
い
き
水
巻
食
育
推

進
計
画
（
第
４
期
）（
案
）」

募�

集
期
間

　
１
月
26
日
月
～
２
月
１
日
日

閲�

覧
場
所　
役
場
１
階
ロ
ビ
ー
・

い
き
い
き
ほ
ー
る
・

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

応�
募
方
法　

閲
覧
場

所
の
用
紙
に
記
入
し
、
回
収
箱
に

※�

更
新
の
場
合
は
、
更
新
講
習
を
受

講
し
た
人

費
用　
２
０
０
０
円

※
申
請
時
に
支
払
い
ま
す
。

持
っ
て
く
る
も
の

▽�

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
登
録

申
請
書

※�

更
新
の
場
合
は
、
継
続
登
録
申
請

書
に
な
り
ま
す
。

▽
誓
約
書

▽
写
真
２
枚
（
縦
36
㎜
×
横
24
㎜
）

▽�
責
任
技
術
者
試
験
合
格
証
の
写
し

ま
た
は
責
任
技
術
者
更
新
講
習
修

了
証
の
写
し（
い
ず
れ
も
有
効
期

限
内
の
も
の
）

▽
住
民
票
・
印
鑑

※�

申
請
書
な
ど
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
取
得
し
て
く
だ
さ
い
。

申○
問○　
役
場
下
水
道
課

　
簡
単
で
楽
し
い
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー

　
空
気
が
乾
燥
し
、
強
風
が
吹
く
冬

か
ら
春
に
か
け
て
は
火
災
が
発
生
し

や
す
く
、
大
規
模
火
災
に
な
る
傾
向

が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
早
期
に
注
意

を
促
し
、
火
災
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
遠
賀
・
中
間
地
域

広
域
行
政
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例

の
一
部
を
改
正
し
、
林
野
火
災
の
予

防
の
た
め
危
険
な
気
象
状
況
に
な
っ

た
場
合
に
、
火
の
使
用
制
限
を
促
す

「
林
野
火
災
警
報
」「
林
野
火
災
注
意

報
」
の
運
用
を
開
始
し
ま
し
た
。
制

限
内
容
は
次
の
通
り
で
す
。

�

火
の
使
用
制
限

▽
山
林・原
野
な
ど
で
火
入
れ
し
な
い

▽�

煙
火
を
消
費
し
な
い
（
花
火
な
ど

を
使
用
し
な
い
）

▽
屋
外
で
火
遊
び・た
き
火
を
し
な
い

▽�

屋
外
で
引
火
性
・
爆
発
性
の
物
品

そ
の
他
の
可
燃
物
の
付
近
で
喫
煙

INFORMATION

生 活 情 報

中央公民館 ☎ 201-0401
FAX 201-0411

南部公民館 ☎ 202-2472
FAX 202-2473

子育て支援センター
☎ 203-5772

ほっとステーション
（児童少年相談センター）

☎ 203-1555
FAX 203-1553

図書館 ☎ 201-5000
FAX 201-0995

歴史資料館 ☎ 201-0999

サクラほーる（高齢者福祉センター）
☎ 201-3344

いきいきほーる
健康課

☎ 202-3212
FAX 202-3621

総合運動公園
・スポーツ振興係
・テニスコート 

☎ 201-4000
☎ 201-5757

北九州市上下水道局
・お客様センター
・西部工事事務所 

☎ 201-4321
FAX 201-4423

水巻町役場

☎ 201-4321
消費生活センター

☎ 582-3031
☎ 644-7820

コミュニティ無線 確認ダイヤル
☎ 201-9119

水は電話のみです。

郡内火災発生 確認ダイヤル
☎（0570）093-119

遠賀中間休日急病センター
★休日救急医療★ ☎ 282-9919

有
料
広
告
欄

ホームページ

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

投と
う
か
ん函
し
て
く
だ
さ
い
。町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
意
見
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

注�

意
事
項　
質
問
な
ど
へ
の
個
別
回

答
は
行
い
ま
せ
ん
。

問○　
い
き
い
き
ほ
ー
る
健
康
課

２
月
の
親
子
で
遊
ぼ
う（
予
約
制
）

ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ

災
害
時
用
の
試
験
放
送

　詳しくは問い合わせてく
ださい。
　なお、登録受付のため、
すぐに契約を締結するもの
ではありません。
対�象　体力に自信がある町
内在住の人

申 問○○役場広報係

広報みずまき
配布員登録配布員登録受付中

林
野
火
災
警
報
・
注
意
報
の

運
用
を
開
始
し
ま
す

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責
任
技

術
者
新
規
・
更
新
登
録
申
請
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相�

談
内
容　

交
通
事
故
解
決
ま
で

の
流
れ
・
保
険
請
求
手
続
・
後
遺

症
（
後
遺
障
害
）
認
定
申
請
手
続

な
ど

持�

っ
て
く
る
も
の　
相
談
し
た
い

交
通
事
故
に
関
す
る
資
料
（
事
故

証
明
書
・
後
遺
障
害
診
断
書
・
加

入
保
険
証
券
・
相
手
か
ら
の
手
紙

な
ど
事
故
に
関
す
る
も
の
一
式
）

問○　
県
行
政
書
士
会

　
☎（
０
９
２
）６
４
１・２
５
０
１

　
聞
こ
え
な
い
・
聞

こ
え
に
く
い
乳
幼
児

（
０
～
５
歳
）と
そ
の

保
護
者
を
対
象
と
し

た
乳
幼
児
教
育
相
談

で
す
。
相
談
す
る
場
合
は
事
前
の
電

話
予
約
が
必
要
で
す
。

　
併
せ
て
、
令
和
８
年
度
の
幼
稚
部

（
聴
覚
障
が
い
教
育
部
門
）入
学
者
も

募
集
し
て
い
ま
す
。

と�

き　
毎
週
月
～
金
①
10
時
30
分
～

正
午
②
13
時
～
14
時
30
分
③
15
時

30
分
～
16
時
30
分

と�

こ
ろ　
県
立
直
方
特
別
支
援
学
校

（
直
方
市
下
境
）

対�

象　
０
～
５
歳
の
聞
こ
え
な
い
・

聞
こ
え
に
く
い
乳
幼
児
お
よ
び
子

ど
も
の
聞
こ
え
や
言
葉
の
育
ち
に

不
安
が
あ
る
保
護
者

費
用　
無
料

��

申○
問○　
県
立
直
方
特
別
支
援
学
校

　
☎（
０
９
４
９
）２
４・５
５
７
０

設
や
相
談
先
な
ど
の
一
覧
を
掲
載
し

設
や
相
談
先
な
ど
の
一
覧
を
掲
載
し

て
い
ま
す
。

て
い
ま
す
。

問○　▽
役
場
包
括
支
援
係

▽
役
場
包
括
支
援
係

▽
遠
賀
中
間
医
師
会
在
宅
総
合
セ
ン

▽
遠
賀
中
間
医
師
会
在
宅
総
合
セ
ン

タ
ー　
☎
２
８
１
・
３
１
０
０

タ
ー　
☎
２
８
１
・
３
１
０
０

　
い
ざ
と
い
う
時
に
悩
ん
だ
り
揉
め

　
い
ざ
と
い
う
時
に
悩
ん
だ
り
揉
め

た
り
せ
ず
、
自
分
や
故
人
の
想
い
を

た
り
せ
ず
、
自
分
や
故
人
の
想
い
を

叶
え
ら
れ
る
遺
贈
や
相
続
の
仕
組

叶
え
ら
れ
る
遺
贈
や
相
続
の
仕
組

み
、
寄
付
に
つ
い
て
学
べ
ま
す
。
セ

み
、
寄
付
に
つ
い
て
学
べ
ま
す
。
セ

ミ
ナ
ー
後
は
、
司
法
書
士
に
よ
る
個

ミ
ナ
ー
後
は
、
司
法
書
士
に
よ
る
個

別
相
談
会
や
、
生
前
遺
影
写
真
撮
影

別
相
談
会
や
、
生
前
遺
影
写
真
撮
影

会
を
行
い
ま
す
。

会
を
行
い
ま
す
。

【
相
続
・
遺
言
・
寄
付
セ
ミ
ナ
ー
】

【
相
続
・
遺
言
・
寄
付
セ
ミ
ナ
ー
】

と
き
と
き　
２
月
１
日
日

　
２
月
１
日
日
1313
時時

定
員
定
員　　
3030
人人

【【��

個
別
相
談
会
・
生
前
遺
影
写
真
撮

個
別
相
談
会
・
生
前
遺
影
写
真
撮

影
会
】

影
会
】

と
き
と
き　
２
月
１
日
日

　
２
月
１
日
日
1414
時時
4545
分分

定
員
定
員　
８
組

　
８
組

※※��

生
前
遺
影
写
真
撮
影
会
の
定
員
は

生
前
遺
影
写
真
撮
影
会
の
定
員
は

1010
組
で
す
。

組
で
す
。

【
共
通
事
項
】

【
共
通
事
項
】

とと��

こ
ろ
こ
ろ　
日
本
赤
十
字
社
福
岡
県
支
部

　
日
本
赤
十
字
社
福
岡
県
支
部

（
福
岡
市
南
区
大
楠
）

（
福
岡
市
南
区
大
楠
）

申○
問問○○　
日
本
赤
十
字
社
福
岡
県
支
部

　
日
本
赤
十
字
社
福
岡
県
支
部

　
☎（
０
９
２
）５
２
３・１
１
７
３

　
☎（
０
９
２
）５
２
３・１
１
７
３

と
き　
２
月
14
日
土
10
時
～
13
時

と�

こ
ろ　
婦
人
会
館
Ａ
会
議
室
（
小

倉
北
区
大
門
）

と�

き　
２
月
１
日
日
～
14
日
土

と�

こ
ろ　

▽�

北
九
州
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
（
小

倉
北
区
金
田
）

▽
折
尾
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
（
八
幡

西
区
折
尾
）

申�

込
方
法　

北
九

州
法
律
相
談
セ

ン
タ
ー
ま
た
は

折
尾
法
律
相
談

セ
ン
タ
ー
に
電

話
で
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

申
込
開
始
日　
１
月
26
日
月
９
時

申
込
電
話
番
号

▽�

北
九
州
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
５
６
１
・
０
３
６
０

▽
折
尾
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
６
９
１
・
２
１
６
６

問○　
北
九
州
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
５
６
１
・
０
３
６
０

　

遠
賀
中
間
医
師
会

　

遠
賀
中
間
医
師
会

在
宅
総
合
支
援
セ
ン

在
宅
総
合
支
援
セ
ン

タ
ー
で
は
、
在
宅
医

タ
ー
で
は
、
在
宅
医

療
と
介
護
に
関
す
る
各
種
相
談
を
受

療
と
介
護
に
関
す
る
各
種
相
談
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
ま
た
在
宅
総
合

け
付
け
て
い
ま
す
。
ま
た
在
宅
総
合

支
援
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

支
援
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

は
、
在
宅
医
療
・
介
護
に
関
す
る
施

は
、
在
宅
医
療
・
介
護
に
関
す
る
施

囲い文字の説明　問○……問い合わせ先　申○……申し込み先　月……月曜日

支援先一覧

行
政
書
士
に
よ
る

交
通
事
故
無
料
相
談
会

直
方
特
別
支
援
学
校

乳
幼
児
教
育
相
談（
予
約
制
）

○

福
岡
県
弁
護
士
会

無
料
法
律
相
談
会
を
実
施

相
続
・遺
言
・
寄
付
セ
ミ
ナ
ー
・

無
料
相
談
会（
予
約
制
）

在
宅
医
療
と
介
護
に
関
す
る
相

談
を
行
っ
て
い
ま
す

子育て世帯の皆さんへ子育て世帯の皆さんへ

支給します支給します
　国は、０歳～高校３年生までの子ども
たちに１人当たり２万円の「物価高対応子
育て応援手当」の支給を決定しました。
このことを受け、本町から児
童手当支給世帯を対象に応援
手当を支給します。詳細は右
の二次元コードから確認してください。
支給額　対象児童一人につき２万円
申請期限　４月30日木
問○役場子育て支援係

対象 申請 支給予定日
ア○�○令和７年9月分の児童手当を町から
受給した人

※�令和７年９月に出生した子どもも含ま
れます。
イ○�令和７年10月１日～12月31日ま
でに出生した子ども分の児童手当の
申請を町で行った人

不要 ２月27日金
支給予定

ウ○�令和８年１月１日～３月31日までに
出生した子ども分の児童手当の申請
を水巻町で行った人

※�令和７年12月31日以前に出生した
子ども分の児童手当の申請を12月
31日までに完了していない人を含み
ます。

必要 申請後随時支給

エ○�公務員などで所属の官公庁から児童
手当を受給している人でア○～ウ○に該
当する人

支給時期

「物価高対応「物価高対応
子育て応援手当」子育て応援手当」
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